
手続
指定を受けようとする者
（給水装置工事事業者）

奈良県広域水道企業団

　新規申請の提出 申請書・届出書の受付

　①指定給水装置工事事業者

　　指定申請書一式

　④給水装置工事主任技術者 形式チェック

　　選任・解任届出書一式

（郵送も可）

受付証発行（ﾒｰﾙ・FAX）

　

申請書・届出書の修正 申請書・届出書の審査（確認）

書類審査の完了（ＯＫ）

指定の事務手続・決裁

指定の連絡または通知の受領 指定の連絡または通知

指定手数料の納付書の受領 指定手数料の納付書の発行

指定手数料の納金 指定手数料の納金の確認

事業者証の受領 指定給水装置工事事業者証の交付（指定日）

申請書・届出書の原本保管

各事務所へ通知

指定の公示

指定の事務完了

１．指定給水装置工事事業者の新規申請のフロー

申請
(届出）

※「①指定申請書」と併せて「④選任届出
書」を提出

審査

指定



手続
変更届を提出する者

（給水装置工事事業者）
奈良県広域水道企業団

　変更届出の提出 変更届出書の受付

　②指定給水装置工事事業者

　　指定事項変更届出書一式

（郵送も可） 形式チェック

受付証発行（ﾒｰﾙ・FAX）

　

変更届出書の修正 変更届出書の審査（確認）

書類審査の完了（ＯＫ）

変更の事務手続・決裁（届出日）

指定給水装置工事事業者証の変更

有　　　　　　　　　　　　　　　無

　(新)指定給水装置工事

(新)事業者証の交付の連絡の受領 　事業者証の交付の連絡

(旧)事業者証の返却 受領

(新)事業者証の受領 (新)事業者証の交付

変更届出書の原本保管

各事務所へ通知

変更届出の事務完了

申請
(届出）

審査

変更

２．指定給水装置工事事業者の変更届出のフロー



手続
届を提出する者

（給水装置工事事業者）
奈良県広域水道企業団

　廃止・休止・再開届出の提出 廃止・休止・再開届出書の受付

　③指定給水装置工事事業者

　　廃止・休止・再開届出書一式

（郵送も可） 形式チェック

受付証発行（ﾒｰﾙ・FAX）

　

廃止・休止・再開届出書の修正 廃止・休止・再開届出書の審査（確認）

書類審査の完了（ＯＫ）

廃止・休止・再開の事務手続・決裁（届出日）

廃止・休止・再開の連絡の受領 廃止・休止・再開の連絡

　　　（廃止）

事業者証の返却 受領

　　　（休止）

事業者証の一時返却 事業者証の預かり

　　　（再開）

事業者証の受領 預かった事業者証の再交付

廃止・休止・再開届出書の原本保管

各事務所へ通知

廃止・休止・再開の公示

廃止・休止・再開の事務完了

申請
(届出）

審査

廃止
・

休止
・

再開

３．指定給水装置工事事業者の廃止・休止・再開届出のフロー



手続
届を提出する者

（給水装置工事事業者）
奈良県広域水道企業団

　選任・解任届出の提出 選任・解任届出書の受付

　④給水装置工事主任技術者

　　選任・解任届出書一式

（郵送も可） 形式チェック

受付証発行（ﾒｰﾙ・FAX）

　

選任・解任届出書の修正 選任・解任届出書の審査（確認）

書類審査の完了（ＯＫ）

選任・解任の事務手続・決裁（届出日）

選任・解任届出書の原本保管

各事務所へ通知

選任・解任の事務完了

申請
(届出）

審査

選任
・

解任

４．給水装置工事主任技術者の選任・解任届出のフロー



手続
更新申請を提出する者

（給水装置工事事業者）
奈良県広域水道企業団

　更新申請の提出 申請書・届出書の受付

　⑤指定給水装置工事事業者

　　指定申請書一式

　・指定更新時確認事項一式 形式チェック

（郵送も可）

受付証発行（ﾒｰﾙ・FAX）

　

申請書・届出書の修正 申請書・届出書の審査（確認）

書類審査の完了（ＯＫ）

指定の事務手続・決裁

指定の連絡または通知の受領 指定の連絡または通知

指定手数料の納付書の受領 指定手数料の納付書の発行

指定手数料の納金 指定手数料の納金の確認

旧事業者証の返却及び新事業者証の受領 指定給水装置工事事業者証の交付（指定日）

申請書・届出書の原本保管

各事務所へ通知

更新の公示

   　　

更新の事務完了

指定

申請
(届出）

審査

５．指定給水装置工事事業者の更新申請のフロー


